














仕 様 書 

 

  本業務は、公園緑地等維持管理標準仕様書（令和７年１月

改訂（平成２３年１月制定）広島市都市整備局緑化推進部）

により施行すること。 



特 記 仕 様 書 

 

１ 本特記仕様書は、平和記念公園樹木その他保守管理業務（以下「業務」という。）に適用する。 

 

２ 本業務の実施区域は、別紙位置図のとおりとする。 

 

３ 本業務の実施に当たっては、契約書中に示された工程表に基づき、契約後に実施工程表を作成し、実施

工程表のとおり実施すること。なお、実施工程表は、発注者に提出する実施計画書に添付すること。 

ただし、天候、その他の事情等により、やむを得ず各作業の開始・完了時期の変更が生じる場合は、発

注者と受注者で協議のうえ、実施計画書を変更するものとする。 

  なお、７月分の作業工程については、発注者より作業完了の期限を指示するので従うこと。 

 

４ 作業週報（本市所定の様式）については、必ず、作業前に提出すること。なお、未提出での作業を行っ

た場合は、作業中止等の措置を行うことがある。 

 

５ 本業務の実施に当たっては、造園施工管理技士の資格を有する者又は建設業法第７条第２号イ又はロ

に該当する者(造園工事に限る。）を現場責任者（直接的な雇用関係にあるものに限る。）として配置す

ること。 

   

６ 職業能力開発促進法による１級又は２級造園技能士の資格を有する者（直接的な雇用関係にあるもの

に限る。）は、剪定作業中常時、作業又は現場において適正な剪定を行うよう剪定方法等の指導にあたる

こと。 

なお、剪定作業中においては、造園技能士であることが確認できるよう名札等を着用すること。 

 

７ 業務実施中は、必ず作業中である旨を示す看板を掲げること。また、看板は出来るだけ、歩行者等から

見やすい位置に配置すること。 

 

８ 業務中においては、トラック等の作業車や作業員のヘルメットに受注者（下請け作業については下請業

者）の会社名を表示すること。 

 

９ 早朝・夜間（８時から１７時までの時間帯以外）や休日（官公庁の休日）に作業する場合は、事前に業

務打合せ簿を提出し、発注者の承諾を得ること。ただし、原則として日曜日・祝日の作業は認めない。 

 

10 留意事項 

業務の実施は、公園緑地等維持管理標準仕様書によるものとするが、以下の各号に掲げる事項について

特に留意すること。 

⑴ 除草等 

  ア 芝草刈１ 

原爆ドーム内（瓦礫部分を除く）の芝草を、ハンドガイド式及び肩掛式の草刈機を用いて草刈りを

行うこと。 

 イ 芝草刈２ 

慰霊碑前広場の芝草を、小型乗用式草刈機を用いて草刈りを行うこと。 

 ウ 芝草刈３ 

実施区域内の樹林地の雑草を、ハンドガイド式及び肩掛式の草刈機を用いて草刈りを行うこと。 

なお、芝草刈においては、飛散防護シート等により、周囲の来園者に対する石跳ね・防塵の対策を

十分に行うこと。また、必要に応じて手抜き除草及び縁切を行うこと。 

 エ 抜根除草（原爆ドーム内（瓦礫部）） 

原爆ドーム内（瓦礫部分）の雑草は、手抜きによる抜根除草を行うとともに、実生苗の除去も行う

こと。また、作業対象区域内のゴミ等も除去すること。 

オ 抜根除草（植込地） 

樹木の周囲や中灌木の中の除草は、樹木を傷つけないよう動力草刈機を用いないこととし、手抜き

による抜根除草を行うとともに実生苗の除去も行うこと。 

カ 枯葉等除去（平和の鐘の池内） 



平和の鐘の池内の枯葉等除去は、ハスやスイレンを傷めないように枯葉を除去するとともに、池に

繁茂している水草やコケ等を除去し、処分すること。 

⑵ 剪定 

樹木剪定は、対象樹木の徒長枝、枯損枝、ひこばえ等を切除するなどして樹冠を整える一連の作業で

ある。 

 ア マツ 

マツの剪定は、整枝を行うこと。 

 イ フジ 

フジの剪定は、当年伸びた蔓を基部より４～５芽程度残して切断し、蔓が混み合っている場合は間

引きを行うこと。また、誘引、結束が必要な場合には、適宜これを行うこと。 

ウ ヘデラ 

ヘデラは、当年伸びた部分の蔓を剪定すること。また、護岸部の景観を考慮し整形すること。 

エ 中灌木 

ツツジ等の花木の剪定については、花の終わった後に作業を行うこと。 

⑶ 処分 

剪定枝葉及び除草作業等により発生した草（剪定枝等）については、原則として、広島市ごみ焼却工

場へ搬入すること。なお、諸事情により広島市ごみ焼却工場での処分が困難である場合は、他の処分先

への搬入に関して発注者と協議したうえで、その結果に従い適正に処分すること。 

なお、剪定枝等は速やかに積込、搬出し、環境保全に十分留意して処分することとし、処分先及び処

分量の集計表、処分伝票の写しを提出すること。また、発注者が求める場合は、処分伝票の原本を提示

すること。 

 

11 業務実施中は、発注者との連絡を密にすること。 

 

12 業務実施中は、公園内の構造物、樹木等に損傷を与えないよう十分留意すること。また、公園利用者に

迷惑を及ぼさないようにすること。 

 

13 業務実施にあたっては、必要に応じて交通誘導警備員、保安施設等を配置し、一般交通及び歩行者等に

支障を及ぼすことのないよう、十分な注意を払い実施すること。 

なお、原爆ドーム内での作業中は、原爆ドームの機械警備を解除する必要があり、機械警備を解除して

いる間は、原爆ドーム敷地入口に警備要員を配置し、侵入者等に対する警備を行うこと。 

 

14 業務の実施内容、順序、方法等について不明な点が生じた場合には、独断で処理することなく速やかに

発注者と協議し必要事項を決定すること。 

 

15 前項までの規定に関わらずやむを得ない事由により業務の実施内容、順序、方法等を変更する必要が生

じた場合には、速やかに発注者と協議したうえ、必要事項を決定すること。 

 

16 報告事項 

⑴ 受注者は、契約後直ちに、また、必要に応じて標準仕様書で指示する書類を提出すること。 

⑵ 受注者は、毎月の業務完了後14日以内（閉庁日含む。）に、所定の業務実施報告書に作業日誌及び

作業記録写真帳を添えて、発注者に提出し、検査を受けるものとする。なお、作業日誌は、次の事項が

確認できるものとすること。 

① 業務名  ② 作業日  ③ 天候  ④ 就労人数  ⑤ 現場責任者 

⑥ 作業日に現場に配置した有資格者  ⑦ 作業数量 

 

17 受注者は、その責めに帰すべき理由により第三者に損害を与えた場合には、その賠償の責を負わなけれ

ばならない。 

 

18 本特記仕様書に定められていない事項は、発注者と協議のうえ、これを定めるものとする。 



芝草刈１ 原爆ドーム内

芝草刈２ 慰霊碑前広場

芝草刈３ その他（樹林地）

抜根除草 原爆ドーム内(瓦礫部)

仕立物１ ウバメガシ

仕立物２ ヒイラギモクセイ・サザンカ

マツ１

マツ２

マツ３

ウメ１、サルスベリ１

ウメ２、サルスベリ２

ウメ３

カイヅカイブキ１

カイヅカイブキ２

中・灌木１
●クチナシのみ8月上旬実施
　(花が終わったらすぐ)

中・灌木２

中・灌木３ ○2 ●1
○：全体
●：祈りの泉周辺のマメツゲのみ

フジ(夏季)

フジ(冬季)

ヘデラ

施肥 ヒラドツツジ等 普通化成肥料

抜根除草 植込地 ○7 ●2
○：全体
●：祈りの泉周辺のマメツゲのみ

枯葉等除去 平和の鐘の池内 〇1
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3月

上 中 下

2月

上 中 下

〇〇 〇 〇〇 〇 〇 〇

12月

上 中 下

1月

上 中 下

9月

上 中 下

10月

上 中 下

11月

上 中 下

6月

上 中 下

7月

上 中 下

8月

上 中 下

2

1

1

1

1

　工　　　　程　　　　表

種　　　別 備　　　　　考

樹木剪定

区　　分 回　数

9

15

6

3

4月

上 中 下

5月

上 中 下

1

1

2

1

1

1

2

1

1 〇

1 〇

1 〇



区　　分 種　　別 数量(A) 回数(B)

芝草刈１ 原爆ドーム内 13,500㎡ 1,500㎡ 9

芝草刈２ 慰霊碑前広場 76,500㎡ 5,100㎡ 15

芝草刈３ その他（樹林地） 87,000㎡ 14,500㎡ 6

抜根除草 原爆ドーム内（瓦礫部） 2,850㎡ 950㎡ 3

仕立物１ 24本 12本 2 ウバメガシ

7本 1 ヒイラギモクセイ

4本 1 サザンカ

マツ１ 20本 20本 1 C=60㎝未満

マツ２ 19本 19本 1 C=60㎝以上120㎝未満

マツ３ 2本 2本 1 C=120㎝以上180㎝未満

ウメ１ 4本 4本 1 C=60㎝未満

ウメ２ 1本 1本 1 C=60㎝以上120㎝未満

ウメ３ 1本 1本 1 C=180㎝以上240㎝未満

サルスベリ１ 9本 9本 1 C=60㎝未満

サルスベリ２ 1本 1本 1 C=60㎝以上120㎝未満

カイヅカイブキ１ 14本 14本 1 H=2.5m以上5.0m未満

カイヅカイブキ２ 20本 20本 1 H=5.0m以上7.5m未満

685㎡ 1 ヒイラギモクセイ

122㎡ 1 キンモクセイ

39㎡ 1 ギンモクセイ

34㎡ 1 ツバキ

43㎡ 1 サザンカ

540㎡ 1 ヒラドツツジ 原爆ﾄﾞｰﾑ周辺を除く

1㎡ 1 クルメツツジ

151㎡ 1 モッコク

214㎡ 1 シャリンバイ

16㎡ 1 タマイブキ

19㎡ 1 ボケ

218㎡ 1 トベラ

5㎡ 1 セイヨウヒイラギ

13㎡ 1 ユキヤナギ

5㎡ 1 ゴモジュ

9㎡ 1 アオキ

19㎡ 1 ハマヒサカキ

6㎡ 1 ハクチョウゲ

2㎡ 1 ハギ

54㎡ 1 ドウダンツツジ

103㎡ 1 クチナシ ８月上旬に実施

1,492㎡ 746㎡ 2 キョウチクトウ

578㎡ 289㎡ 2 サンゴジュ

346㎡ 173㎡ 2 マサキ

１回目　2,388㎡ 348㎡ 174㎡ 2 ネズミモチ

２回目　2,474㎡ 106㎡ 53㎡ 2 イスノキ

1,658㎡ 829㎡ 2 ボックスウッド

126㎡ 63㎡ 2 アベリア

122㎡ 61㎡ 2 マメツゲ 原爆ﾄﾞｰﾑ周辺を除く

86㎡ 86㎡ 1 マメツゲ

１回目　496㎡ 240㎡ 120㎡ 2 ボックスウッド 平和の池・平和の鐘周り

２回目　376㎡ 1,128㎡ 376㎡ 3 マメツゲ 祈りの泉周辺

３回目　496㎡

フジ（夏季） 43㎡ 43㎡ 1

フジ（冬季） 43㎡ 43㎡ 1

ヘデラ 548㎡ 274㎡ 2

1,307㎡ 1 ヒラドツツジ

640㎡ 1 サツキツツジ

1㎡ 1 クルメツツジ

374㎡ 1 カンツバキ

54㎡ 1 ドウダンツツジ

103㎡ 1 クチナシ

25,158㎡ 3,594㎡ 7 植込地全体

890㎡ 445㎡ 2

備　　　　考

数　　量　　表

2,298㎡

11本

内　　　　訳

平和の池東西部・原爆の子の
像東部は別途業務

動員学徒慰霊塔周辺タマリュウを含む

祈りの泉周辺のマメツゲのみ

2,479㎡

原爆供養塔南側広場

原爆ﾄﾞｰﾑ周辺　２回目に実施

旧天神町北組慰霊碑周り

ボルゴグラード市・広島市都市提携記念樹碑西側

年間管理数量（A×B）

樹木剪定

抜根除草 植込地

施　肥

仕立物２

ヒラドツツジ等

中・灌木１
(H=60㎝以上
150㎝未満)

中・灌木２
(H=60㎝以上
150㎝未満)

中・灌木３
(H=60㎝未満)



【　位　　置　　図　】

凡 例

実施区域

被爆遺構展示館


